
広報ごか　2017．109

　毎日の暮らしの中で、分かりづらい道路案内標識、階段に手すりがなく不安な
ど、困っていることはありませんか。
　このような時は、行政相談委員にご相談ください。町では、細井博さんが行政
相談委員として活動しています。
　暮らしの困りごと相談会・町行政相談所を次のとおり開設します。
　ご相談は、無料・秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。
くらしの困りごと相談会
日時　11月８日㈬　午後１時～４時
場所　下妻公民館　２階大会議室（下妻市本城町3－36－1）
町行政相談所
日時　10月20日㈮　午後１時～４時
場所　役場１階　小会議室
※事前予約は必要ありません。当日、直接会場にお越しください。
　相談時間は一人あたり30分以内でお願いします。
○お問い合わせ
・茨城行政評価事務所　☎029（221）3347
・総務課　秘書広報Ｇ　☎（84）1111（内線214）

行政相談所を開設します

保
守
点
検

■
浄
化
槽
内
の
機
器
、
送
風
機
や
タ

イ
マ
ー
な
ど
の
点
検
調
査
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
消
毒
剤
を
定
期
的

に
補
充
し
、
放
流
先
が
不
衛
生
に

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
も
重
要

な
作
業
で
す
。

■
10
人
槽
以
下
の
家
庭
用
浄
化
槽
の

場
合
、
年
3
～
4
回
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

■
県
に
登
録
し
て
い
る
保
守
点
検
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

清
掃

■
浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た
汚
泥
な
ど

を
抜
き
取
る
の
が
清
掃
で
す
。

■
年
に
1
回
以
上
（
全
ば
っ
気
方
式

は
6
か
月
に
1
回
以
上
）
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

■
市
町
村
の
許
可
を
受
け
た
清
掃
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

法
定
検
査

■
浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清
掃
が
き

ち
ん
と
行
わ
れ
、
き
れ
い
な
水
が
放

流
さ
れ
て
い
る
か
を
検
査
し
ま
す
。

■
最
初
の
検
査
は
、
浄
化
槽
を
使
い
始

め
て
か
ら
3
～
8
か
月
の
間
に
1

回
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
後
は
毎

年
1
回
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
県
指
定
検
査
機
関
で
あ
る
（
公

社
）
茨
城
県
水
質
保
全
協
会
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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一
括
契
約
シ
ス
テ
ム

■
保
守
点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
を

一
括
し
て
契
約
で
き
る
「
一
括
契

約
シ
ス
テ
ム
」
を
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

■
契
約
を
仲
介
す
る
保
守
点
検
業

者
、
清
掃
業
者
ま
た
は
（
公
社
）

茨
城
県
水
質
保
全
協
会
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併

処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換

■
単
独
処
理
浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
か

ら
の
汚
水
の
み
を
処
理
し
、
台
所

や
お
風
呂
か
ら
の
生
活
雑
排
水

は
そ
の
ま
ま
放
流
し
て
し
ま
い
ま

す
。
生
活
雑
排
水
も
併
せ
て
処
理

で
き
る
合
併
処
理
浄
化
槽
に
転
換

す
る
こ
と
で
、
放
流
す
る
汚
れ
の

量
を
８
分
の
１
に
減
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

■
身
近
な
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
茨
城
県
生
活
環
境
部
環
境
対
策
課
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・
生
活
安
全
課　

生
活
環
境
Ｇ
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浄
化
槽
を
お
使
い
の
み
な
さ
ん
へ 

　

浄
化
槽
は
、
微
生
物
な
ど
の
働
き

を
利
用
し
て
生
活
排
水
を
き
れ
い
に

す
る
装
置
で
す
。
そ
の
た
め
、
浄
化

槽
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
に

は
、
定
期
的
な
維
持
管
理
（
保
守
点

検
・
清
掃
）
と
法
定
検
査
が
必
要
で

あ
り
、
法
律
に
よ
り
実
施
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

適
正
な
維
持
管
理
と
法
定
検
査
を

行
い
、
浄
化
槽
を
正
し
く
使
っ
て
い

た
だ
く
よ
う
、
皆
様
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

行政相談委員
細井　博さん
☎090（3346）3858


